
「 朝 倉 ゆ め ま る 」・「 朝 倉 ゆ め ま る ロ ゴ 」 の 使 用 に 関 す る 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 要 綱 は 、 福 井 市 宣 伝 隊 長 「 朝 倉 ゆ め ま る 」 及 び 「 朝 倉 ゆ

め ま る ロ ゴ 」（ 以 下 「 キ ャ ラ ク タ ー 等 」 と い う 。） の 使 用 に 関 し 、 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ キ ャ ラ ク タ ー 等 に 関 す る 権 利 ）  

第 2 条  キ ャ ラ ク タ ー 等 に 関 す る 一 切 の 権 利 は 、 福 井 市 に 属 す る 。  

（ 使 用 の 申 請 ）  

第 3 条  キ ャ ラ ク タ ー 等 を 使 用 し よ う と す る 者 は 、本 要 綱 を 遵 守 す る

こ と を 前 提 に 、 あ ら か じ め 市 長 の 書 面 に よ る 許 諾 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。  

２  前 項 の 許 諾 を 受 け よ う と す る 者 は 、 使 用 申 請 書 （ 様 式 第 1 号 ） に  

次 の 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  会 社 概 要 等 、 申 請 者 の 事 業 内 容 が わ か る 資 料  

 ( 2 )  キ ャ ラ ク タ ー 等 の 利 用 状 況 が わ か る 完 成 見 本  

 ( 3 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

３  次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 申 請 を 省 略 す る こ と が で き る 。 

 ( 1 )  報 道 機 関 が 報 道 ま た は 広 報 の 目 的 で 使 用 す る と き 。  

 ( 2 )  市 が 主 体 と な っ て 実 施 す る イ ベ ン ト 等 で 使 用 す る と き 。  

 ( 2 )  そ の 他 市 長 が 特 に 認 め る と き 。  

 （ 使 用 の 許 諾 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、前 条 の 使 用 申 請 が あ っ た 場 合 は 、そ の 内 容 を 審 査 し 、 

当 該 使 用 が 市 の Ｐ Ｒ や 市 産 品 の 推 進 に 寄 与 す る と 認 め る と き は 、 使  

用 の 許 諾 （ 以 下 「 使 用 許 諾 」 と い う 。） を す る こ と が で き る 。 こ の

場 合 に お い て 、 市 長 は 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 に は 、 キ ャ ラ ク タ ー



等 の 使 用 方 法 そ の 他 に つ い て 、 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

２  許 諾 期 間 は 、 ２ 年 以 内 と す る 。 な お 、 更 新 を 妨 げ な い 。  

３  市 長 は 、 使 用 許 諾 を 行 っ た と き は 、 使 用 許 諾 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に  

よ り 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 使 用 許 諾 の 制 限 ）  

第 ５ 条  キ ャ ラ ク タ ー 等 の 使 用 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場  

合 は 、 市 長 は 許 諾 し な い も の と す る 。  

 ( 1 )  法 令 若 し く は 公 序 良 俗 に 反 し 、 又 は 反 す る お そ れ が あ る と き 。 

 ( 2 )  特 定 の 個 人 、政 党 若 し く は 宗 教 法 人 を 支 援 し 、ま た は 公 認 し て   

い る よ う な 誤 解 を 与 え る お そ れ が あ る と き 。  

 ( 3 )  市 の 信 用 又 は 品 位 を 害 す る も の と 認 め ら れ る と き 。  

 ( 4 )  キ ャ ラ ク タ ー 等 の イ メ ー ジ を 損 な う お そ れ が あ る と き 。  

 ( 5 )  立 体 物 で 、そ の 表 現 が キ ャ ラ ク タ ー 等 の 立 体 物 と 認 め ら れ な い

と き 。  

 ( 7 )  キ ャ ラ ク タ ー 等 の 著 し い 変 形 そ の 他 キ ャ ラ ク タ ー 等 の 利 用 が

適 当 で な い と 認 め る と き 。  

 ( 8 )  そ の 他 市 長 が キ ャ ラ ク タ ー 等 の 使 用 に つ い て 適 当 で な い と 認

め る と き 。  

 （ 使 用 料 ）  

第 ６ 条  キ ャ ラ ク タ ー 等 の 使 用 料 に つ い て は 、 原 則 無 料 と す る 。  

 （ 地 位 の 承 継 ）   

第 7 条  相 続 人 、合 併 に よ り 設 立 さ れ る 法 人 そ の 他 使 用 者 の 一 般 承 継

人 は 、 当 該 使 用 者 が 有 し て い た 使 用 許 諾 に 基 づ く 地 位 を 承 継 す る こ  

と が で き る 。  

 （ 使 用 上 の 遵 守 事 項 ）  



第 8 条  第 4 条 の 規 定 に よ る 使 用 許 諾 を 受 け た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と  

い う 。） は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  許 諾 さ れ た 使 用 内 容 の み に 使 用 す る こ と 。  

 ( 2 )  当 該 使 用 に 係 る 物 件 の 完 成 品 を 提 出 す る こ と 。た だ し 、提 出 が   

困 難 な も の に つ い て は 、 写 真 等 を 提 出 す る こ と 。  

 ( 3 )  第 4 条 の 許 諾 を 受 け た 権 利 を 譲 渡 又 は 転 貸 し な い こ と 。  

 ( 4 )  キ ャ ラ ク タ ー 等 を 用 い た 商 品 等 の 使 用 、宣 伝 又 は 広 告 に 際 し て   

許 諾 番 号 を そ の 商 品 、 包 装 、 広 告 等 に 必 ず 明 示 す る こ と 。  

 （ 許 諾 内 容 の 変 更 等 ）  

第 9 条  使 用 者 が 使 用 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 を し よ う と す る 場 合 は 、 

あ ら か じ め 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 市 長 に 提 出 し 、 市 長 の 書 面

に よ る 許 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 変 更 申 請 書 を 受 理 し た 場 合 に は 、 そ の 内  

容 を 審 査 の う え 、 適 当 と 認 め る と き は 、 こ れ を 許 諾 し 、 使 用 変 更 許

諾 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 交 付 す る 。  

 （ 許 諾 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 使 用 許 諾

（ 前 条 の 追 加 又 は 変 更 の 許 諾 が あ っ た と き は 、 そ の 追 加 又 は 変 更 後

の も の 。 以 下 同 じ 。） を 取 り 消 し 、 使 用 者 に 対 し 、 使 用 物 件 等 の 回

収 等 の 措 置 を 請 求 す る こ と が で き る 。 使 用 者 は 、 使 用 許 諾 が 取 り 消

さ れ た 場 合 、 許 諾 取 消 の 日 か ら キ ャ ラ ク タ ー 等 の 使 用 ・ 在 庫 品 で あ

る 使 用 物 件 等 の 販 売 、 頒 布 、 そ の 他 の 処 分 行 為 を 行 う こ と は で き な

い も の と す る 。  

 ( 1 )  使 用 者 が こ の 要 綱 に 違 反 し た 場 合  

 ( 2 )  使 用 者 が 第 4 条 の 使 用 許 諾 に 付 し た 条 件 に 違 反 し た 場 合  



 ( 3 )  申 請 書 の 内 容 に 虚 偽 の あ る こ と が 判 明 し た 場 合  

 ( 4 )  第 ５ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た 場 合  

 ( 5 )  そ の 他 キ ャ ラ ク タ ー 等 の 利 用 継 続 が 不 適 当 と 認 め ら れ た 場     

合  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 使 用 許 諾 の 取 消 し に よ り 使 用 者 に 生 じ  

た 損 害 に つ い て 、 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

３  市 長 は 、 使 用 者 に キ ャ ラ ク タ ー 等 の 利 用 状 況 等 に つ い て 報 告 さ せ 、 

又 は 調 査 す る こ と が で き る も の と す る 。  

 （ 使 用 の 非 独 占 性 等 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に よ る 使 用 許 諾 は 、 使 用 者 が 自 己 の 商 標 や 意 匠 と  

す る な ど 、 独 占 し て ロ ゴ 等 を 使 用 す る 権 利 を 付 与 す る も の で は な い 。 

２  こ の 要 綱 に よ る 使 用 許 諾 は 、 商 品 、 使 用 者 等 に つ い て 市 の 推 奨 を

行 う も の で は な い 。  

 （ 経 費 等 の 負 担 ）  

第 １ ２ 条  市 は 、 こ の 要 綱 に よ る 使 用 許 諾 の 申 請 に 要 し た 費 用 及 び 使  

用 の 実 施 に 係 る 経 費 又 は 役 務 を 負 担 し な い 。  

 （ 損 失 補 償 等 の 責 任 ）  

第 １ ３ 条  市 は 、 キ ャ ラ ク タ ー 等 の 使 用 を 許 諾 し た こ と に 起 因 す る 損  

失 補 償 等 に つ い て 、 一 切 の 責 任 を 負 わ な い 。  

２  使 用 者 は 、 キ ャ ラ ク タ ー 等 を 使 用 し た 商 品 等 の 瑕 疵 に よ り 第 三 者  

に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、 こ れ に 対 し 全 責 任 を 負 い 、 市 に 迷 惑 を 及 ぼ  

さ な い よ う に 処 理 す る も の と す る 。  

３  使 用 者 は 、 キ ャ ラ ク タ ー 等 の 使 用 に 際 し て 故 意 又 は 過 失 に よ り 市  

に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、 こ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 市 に 賠 償 し な け  

れ ば な ら な い 。  



 （ 情 報 の 公 開 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 キ ャ ラ ク タ ー 等 の 使 用 許 諾 の 状 況 等 に つ い て 、 広  

く 使 用 促 進 を 図 る 観 点 か ら 、 キ ャ ラ ク タ ー 等 の 使 用 許 諾 の 状 況 等 に  

つ い て 情 報 を 公 開 す る こ と が で き る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 キ ャ ラ ク タ ー 等 の 使 用 に 関  

し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  


